
4
月
よ
り
、

会
計
年
度

任
用
職
員
に

姫
路
市
の
学
童
保
育
は
市

直
営
の
公
設
公
営
で
、
指
導

員
は
非
常
勤
嘱
託
職
員
な
の

で
、
２
０
２
０
年
の
４
月
か

ら
は
会
計
年
度
任
用
職
員
制

度
に
な
り
ま
す
。

姫
路
市
の
学
童
指
導
員
は
、

支
援
員
も
補
助
員
も
時
間
給

で
す
。
常
勤
的
に
働
く
者
は

ご
く
一
部
で
、
支
援
員
は
週

に
三
十
～
三
十
五
時
間
勤
務

の
１
号
と
、
二
十
～
三
十
時

間
勤
務
の
２
号
が
あ
り
ま
す
。

補
助
員
も
含
め
て
常
に
ロ
ー

テ
ー
シ
ョ
ン
で
、
複
数
支
援

単
位
の
と
こ
ろ
で
も
固
定
の

担
任
を
設
定
で
き
な
い
状
態

で
す
。

時
間
給
額
は
支
援
員
は
１

１
０
７
円
、
補
助
員
は
９
３

０
円
で
、
期
末
手
当
は
あ
り

ま
せ
ん
。
最
大
限
勤
務
し
た

人
で
も
年
収
２
０
０
万
円
程

に
し
か
な
り
ま
せ
ん
。

会
計
年
度
任
用
職
員
制

度
で
は
、
週
３
８
．
７
５

時
間
勤
務
の
フ
ル
タ
イ
ム

と
、
そ
れ
未
満
の
パ
ー
ト

タ
イ
ム
の
大
き
く
二
種
類

あ
り
、
定
年
が
廃
止
さ
れ
、

再
任
用
の
上
限
も
設
定
さ

れ
な
い
の
で
、
勤
続
年
数

で
の
昇
給
を
設
定
で
き
る

よ
う
に
な
り
ま
す
。

期
末
手
当
も
支
給
さ
れ

る
よ
う
に
な
り
、
フ
ル
タ

イ
ム
で
は
退
職
金
や
そ
の

他
の
諸
手
当
も
正
規
と
同
じ

よ
う
に
支
給
さ
れ
ま
す
。

時
間
給
は
減

姫
路
支
部
と
し
て
は
市
の

担
当
課
と
交
渉
を
重
ね
る
な

か
で
、
正
規
職
員
化
を
目
指

す
こ
と
と
、
フ
ル
タ
イ
ム
支

援
員
の
設
定
を
要
求
し
て
き

ま
し
た
。
し
か
し
、
市
の
方

針
で
は
現
行
と
変
わ
ら
な
い

勤
務
条
件
で
、
期
末
手
当
を

含
む
年
収
額
が
、
２
０
１
９

年
度
の
年
収
を
下
回
ら
な
い

程
度
で
時
間
給
額
（
と
給
料

表
）
の
設
定
を
す
る
と
回
答

で
し
た
。

時
給
額
の
引
き
下
げ
は
し

な
い
よ
う
に
と
要
求
し
ま
し

た
が
、
一
月
に
な
り
示
さ
れ

た
の
は
、
１
１
０
７
円
か
ら

１
０
２
５
円
へ
８
２
円
の
減

額
で
し
た
。
期
末
手
当
は
１
．

３
ヶ
月
を
二
回
支
給
。

支
援
員
１
号
は
週
３
０
時

間
、
２
号
は
２
０
時
間
の
勤

務
時
間
設
定
と
な
り
、
期
末

手
当
を
含
め
た
年
額
は

確
か
に
増
え
ま
す
が
、

時
間
給
額
が
下
が
る
こ

と
は
目
に
見
え
て
分
か

り
や
す
い
労
働
条
件
の

引
き
下
げ
で
す
。
勤
続

年
数
に
よ
る
昇
給
も
３

回
（
３
年
）
が
上
限
で

す
。市

の
試
算
で
は
、
週

に
３
０
時
間
勤
務
と
し

て
、
期
末
手
当
を
含
め

た
年
収
が
約
１
７
７
万

円
と
な
っ
て
い
ま
す
。

宣
伝
な
ど
、

取
り
組
む

１
２
月
議
会
に
向
け

て
市
議
会
議
員
へ
懇
談

を
し
、
一
部
は
本
会
議

の
質
問
に
も
取
り
上
げ

て
も
ら
え
ま
し
た
。
ま

た
、
市
役
所
前
で
早
朝
に
ビ

ラ
を
計
５
回
撒
き
ま
し
た
。

こ
れ
ら
の
働
き
か
け
の
結
果

と
思
わ
れ
ま
す
が
、
予
想
し

て
い
た
時
給
額
よ
り
は
ま
し

に
は
な
り
ま
し
た
。

し
か
し
、
会
見
年
度
任
用

職
員
に
な
る
他
の
非
常
勤
職

員
を
見
る
と
、
時
間
給
が
引

き
下
げ
ら
れ
る
の
は
、
学
童

保
育
指
導
員
の
み
だ
と
い
う

こ
と
も
判
明
し
ま
し
た
。

今
後
も
少
し
で
も
改
善

で
き
る
よ
う
に
、
引
き
続
き

取
り
組
み
を
進
め
て
い
き
た

い
と
考
え
て
い
ま
す
。

（
姫
路
支
部

梶
原
真
人
）

＝私たちの活動 ４つの柱＝

＊制度化と指導員の身分保障

＊専門性と仕事の確立

＊父母と共に学童保育運動の発展

＊全国の指導員との団結と連帯
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学習会を開催

兵庫県内の支部と協力して、研究者を招いた

学習会を５回シリーズで企画し開催しました。

講師は市の研修会で運営指針について講義して

おられた、神戸教育短期大学の林幹士氏に来て

頂きました。林氏は指導員の経験もあって、ご自分の実践も報告しながら講

義、助言してくださいました。

姫路市から非組合員の指導員も数名参加があり、これをきっかけとして拡

大へ繋げていければと思っています。


